
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
布線装置及び交換装置間の経路上に介挿されて、その経路上の回線の信号帯域に挿入され
る情報を制御する信号帯域制御装置であって、

加入者回路駆動信号を発生する加入者回路駆動信号音源と、
無通話を保証する 号を発生する無通話 信号音源と、
外部装置からの指示に従って、布線装置側の複数の所定回線の信号帯域

加入者回路駆動信号の挿入、非挿入を制御する加入者回路
駆動信号 制御手段と、
外部装置からの指示に従って、交換装置側の複数の所定回線の信号帯域

信号の挿入、非挿入を制御する無通話 信号 制御手段とを有することを特徴
とする信号帯域制御装置。
【請求項２】
記布線装置側の回線の信号帯域 状況、及
び、上記交換装置側の回線の信号帯域 状況を
一元管理する 状況管理手段と、
外部装置からの指示に従って、上記 状況管理手段が一元管理している 状況情
報を上記外部装置に転送する 状況転送手段とをさらに有することを特徴とする請求項
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加入者回路を駆動制御し、上記交換装置から布線装置にいたる同一の回線が交換装置側と
布線装置側で切り離された場合において少なくとも当該加入者回路から端末側への給電を
停止させるための

無通話保証信 保証
に対し、上記加入

者回路駆動信号音源が発生する
挿入

に対し、上記無通
話保証 保証 挿入

に対する上記加入者回路駆動信号の挿入、非挿入
に対する上記無通話保証信号の挿入、非挿入

信号挿入
信号挿入 挿入

挿入



１に記載の信号帯域制御装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、旧交換装置から新交換装置への回線移行時において信号帯域を制御する信号帯
域制御装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
機能アップした新しい交換装置に、今まで使用していた交換装置を取り替えることがしば
しば行なわれ、この際には、回線を収容する交換装置を旧交換装置から新交換装置に移行
する。
【０００３】
このように旧交換装置から新交換装置に回線を移行する場合には、収容端末及び交換装置
間に介在している布線装置（ＭＤＦ）内において回線が一時的に２重布線状態となり、回
線が一時的に旧交換装置及び新交換装置の両方向に存在してしまう。このような状態にお
いて、端末側からの発呼を新交換装置が検出することを停止させるために、また、新交換
装置の装置工事の影響を端末側の回線で保証するために、２重布線状態にする前に、新交
換装置の回線の切断が必要となっている。
【０００４】
このような新交換装置の回線の切断を、従来では、布線装置内の導通状態切替回路を物理
的に非導通状態へ切替操作することによって行なっていた。
【０００５】
そして、その後、２重布線状態へ移行し、導通状態切替回路によって、旧交換装置の回線
の切断、新交換装置の回線の接続を行なって新交換装置への回線の移行を行なっていた。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、導通状態切替回路の物理的な切替えを人手によって行なっており、作業が
非常に煩雑になっており、作業効率が低いものであった。導通状態切替回路の物理的な切
替えは、実際上、局番（１万回線）単位に繰返すために、かかる作業面での課題は大きい
。
【０００７】
また、布線装置内の導通状態切替回路を物理的に非導通状態へ切替えたときや、導通状態
へ切替えたときには、新交換装置において、切替に係る全ての回線（１万回線）に対して
、ノイズが発呼信号として一斉に検出されることがあり、また、端末側の回線に対しては
布線装置内での異常な状態が発生した場合に漏話等の通話障害が発生する恐れがあった。
【０００８】
そのため、交換装置間での回線移行時における新交換装置の回線の切断、接続を、導通状
態切替装置に対する物理的な操作によらず、しかも、誤動作させる可能性がある不要な信
号の送出を伴うことなく、布線装置内の異常布線状態を検証できる信号の送出を実行でき
る新たな方式が求められている。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
かかる課題を解決するため、本発明は、布線装置及び交換装置間の経路上に介挿されて、
その経路上の回線の信号帯域に挿入される情報を制御する信号帯域制御装置であって、

加入者回路駆動信号を発生する加入者回路駆動信号音源と、無通話を保証
する 号を発生する無通話 信号音源と、外部装置からの指示に従って、布
線装置側の複数の所定回線の信号帯域 加
入者回路駆動信号の挿入、非挿入を制御する加入者回路駆動信号 制御手段と、外部装
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加
入者回路を駆動制御し、上記交換装置から布線装置にいたる同一の回線が交換装置側と布
線装置側で切り離された場合において少なくとも当該加入者回路から端末側への給電を停
止させるための

無通話保証信 保証
に対し、上記加入者回路駆動信号音源が発生する

挿入



置からの指示に従って、交換装置側の複数の所定回線の信号帯域
信号の挿入、非挿入を制御する無通話 信号 制御手段とを有することを特徴とする
信号帯域制御装置を提供する。
【００１０】
【作用】
本発明の信号帯域制御装置において、外部装置から両 の指示が与えられたときに
は、加入者回路駆動信号 制御手段は、指示に係る布線装置側の複数の所定回線の信号
帯域 加入者回路駆動信号を 制御して、その複数の所定回線に加入者回路駆動
信号を送出させ、また、無通話 信号 制御手段は、指示に係る交換装置側の複数の
所定回線の信号帯域 無通話 信号音を 制御して、その複数の所定回線に無
通話 を送出させる。
【００１１】
従って、この信号帯域制御装置において、同一回線であっても、布線装置側の回線部分と
交換装置側の回線部分が確実に切り離され、また、それぞれの回線部分に加入者回路駆動
信号及び無通話 が送出され、切り離されても布線装置や端末や交換装置で誤動作
することを防止できる。
【００１２】
例えば、交換装置を取り替える際において、布線装置内の布線状態を新交換装置及び旧交
換装置に対する２重布線状態にする前に、外部装置を用いて、このような状態にすると、
２重布線状態に移行しても、誤動作等を確実に防止できると共に、新交換装置側の導通状
態を遮断する作業を不要にできる。
【００１３】
加入者回路駆動信号 制御手段及び無通話信号 制御手段はそれぞれ、外部装置から
両 の指示が与えられたときには、

遮断させる。
【００１４】
以上では、外部装置から両音源に対する接続又は遮断の指示が与えられたときの作用を説
明したが、外部装置から各音源に対する接続又は遮断の指示を個別に与えて動作させるこ
ともできる。
【００１５】
【実施例】
以下、本発明の一実施例を図面を参照しながら詳述する。
【００１６】
図２は、交換装置間の回線移行に関係する各種装置の配置を示す一例を示すものである。
図２において、この例は、遠隔多重装置（ＲＴ）１、局装置（ＣＴ）２及び自動交換機（
例えばＤ７０形自動交換機）３でなる交換系を、新タイプの遠隔多重装置（ＲＴ）４、加
入者線振り分けモジュール（ＬＸＭ）５及び新タイプの自動交換機（例えば新タイプのＤ
７０形自動交換機）６でなる交換系に切り替える場合を示しており、両交換系は共通の布
線装置（ＭＤＦ）７に接続されており、この布線装置７の内部布線状態の切替によって、
端末からの回線が新交換系に切り替わる。
【００１７】
ここで、加入者線振り分けモジュール５は、アナログ系端末からの伝送信号及びＩＳＤＮ
系端末からの伝送信号をそれぞれ、アナログ系端末に対応した自動交換機（例えばＤ７０
形自動交換機）６及び図示しないＩＳＤＮ系端末に対応した自動交換機に振り分ける機能
を担う、これ自体が１個の自動交換機と見ることができるものである。この実施例の場合
、アナログ系端末に対する回線の切替えを対象としており、この切替え機能に関連して、
加入者線振り分けモジュール５は、信号帯域制御装置５Ａを備えている。
【００１８】
なお、加入者線振り分けモジュール５の前後の伝送路では、複数の加入者回線の信号が多
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に対し、上記無通話保証
保証 挿入

信号挿入
挿入

に対して 挿入
保証 挿入

に対し、 保証 挿入
保証信号

保証信号

挿入 挿入
信号非挿入 布線装置側の複数の所定回線の信号帯域に対

する加入者回路駆動信号の挿入、及び、交換装置側の複数の所定回線の信号帯域に対する
通話信号の挿入を停止し、



重されたデジタルデータを取り扱っているので、加入者線振り分けモジュール５の前後で
は回線をデータ回線と呼ぶこととする。
【００１９】
図１は、信号帯域制御装置５Ａの機能ブロック構成を示すものである。図１において、信
号帯域制御装置５Ａは、大きくは、信号帯域切替装置１０１及びソフトウェア制御部１１
５から構成されており、例えばワークステーションでなる外部作業用入出力端末（保守端
末）１１６がソフトウェア制御部１１５に接続されている。
【００２０】
信号帯域切替装置１０１は、３個のデータ回線切替装置１０２－１、１０２－２及び１０
２－３と、加入者回路駆動信号音源１０３と、無通話信号音源１０４とから構成されてい
る。
【００２１】
３個のデータ回線切替装置１０２－１、１０２－２及び１０２－３はそれぞれ、例えば、
Ｔスイッチ（時分割スイッチ）、Ｓスイッチ（空間スイッチ）、Ｔスイッチでなるもので
あり、通常動作には、これらのデータ回線切替装置１０２－１、１０２－２及び１０２－
３が協働して端末からの伝送信号の振分け及びその逆処理を行なうものである。データ回
線切替装置１０２－１は、交換系の切替との関係では、遠隔多重装置４側のデータ回線の
信号帯域を切り替えるものである。データ回線切替装置１０２－３は、交換系の切替との
関係では、自動交換機６側のデータ回線の信号帯域を切り替えるものである。
【００２２】
加入者回路駆動信号音源１０３は、加入者回路駆動信号（例えば所定のビットパターンで
なる信号）を発生するものである。加入者回路駆動信号音源１０３は、データ回線切替装
置１０２－１のデータ回線切替装置１０２－２側の入出力端子に接続されている。言い換
えると、データ回線切替装置１０２－１のパス状態によっては、加入者回路駆動信号音源
１０３が発生した加入者回路駆動信号が遠隔多重装置４側（従って布線装置７側）のデー
タ回線に送出され得るようになされている。
【００２３】
無通話信号音源１０４は、無通話を保証する制御信号（例えば所定のビットパターンでな
る信号）を発生するものである。無通話信号音源１０４は、データ回線切替装置１０２－
３のデータ回線切替装置１０２－２側の入出力端子に接続されている。言い換えると、デ
ータ回線切替装置１０２－３のパス状態によっては、無通話信号音源１０４が発生した無
通話を保証する制御信号が自動交換機６側のデータ回線に送出され得るようになされてい
る。
【００２４】
ソフトウェア制御部１１５は、ハードウェア的には、ＣＰＵ、主メモリ（ＭＭ）及び各種
入出力ポート等でなる。ソフトウェア制御部１１５は、主メモリに展開されてＣＰＵが実
行する交換系の切替に係るソフトウェア面から機能を分けると、装置制御部１０６、信号
帯域制御部１０７、データ回線情報管理部１０８、信号帯域情報管理部１０９、信号帯域
制御モード決定部１１０、入出力端末受付部１１１、信号帯域情報通知制御部１１２、信
号帯域情報メモリ１１３及びデータ回線情報メモリ１１４からなっている。
【００２５】
入出力端末受付部１１１は、入出力端末１１６からの指示の受け口及び入出力端末１１６
への通知の受け渡し口となるものである。例えば、入出力端末１１６からの信号帯域の制
御要求を受け付けたり、信号帯域の音源接続状況を入出力端末１１６に通知したりする。
【００２６】
信号帯域制御モード決定部１１０は、入出力端末１１６から指示があった信号帯域の制御
要求を分析し、信号帯域切替装置１０１の信号帯域の実際の動作モードを決定するもので
ある。
【００２７】
信号帯域情報管理部１０９は、加入者回路駆動信号音源１０３及び無通話信号音源１０４
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への信号帯域の接続状況、従って加入者回路駆動信号の送出状況や無通話を保証する制御
信号の送出状況等を保存管理するものであり、この管理部１０９によって管理される信号
帯域の接続状況は信号帯域情報メモリ１１３に格納される。
【００２８】
データ回線情報管理部１０８は、加入者識別情報やパス情報等のデータ回線の情報を管理
するものであり、この管理部１０８によって管理されるデータ回線情報はデータ回線情報
メモリ１１４に格納される。
【００２９】
信号帯域制御部１０７は、信号帯域制御モード決定部１１０によって決定された信号帯域
の実際の制御モード、信号帯域情報管理部１０９によって管理されている信号帯域の接続
状況、及び、データ回線情報管理部１０８によって管理されているデータ回線情報等に基
づいて、装置制御部１０６に対して、信号帯域切替装置１０１の動作制御方式を指示する
ものである。
【００３０】
装置制御部１０６は、このような信号帯域制御部１０７から指示された動作制御方式に従
って、信号帯域切替装置１０１の動作を直接制御するものである。
【００３１】
信号帯域情報通知制御部１１２は、信号帯域情報管理部１０９によって管理されている、
信号帯域情報メモリ１１３に格納されている現在の信号帯域の音源接続状況を、入出力端
末受付部１１１を介して入出力端末１１６に通知するものである。
【００３２】
図３は、入出力端末１１６から信号帯域の制御要求の指示があった場合のソフトウェア制
御部１１５の処理を示すフローチャートである。特に、制御要求が、音源接続要求や音源
遮断要求である場合の処理を示すものである。
【００３３】
図２に示す旧交換系（１～３）から新交換系（４～６）に加入者回線を切り替える場合、
切替動作の途中においては、布線装置７内を、端末からの加入者回線が旧交換系（１～３
）及び新交換系（４～６）の双方に接続する２重布線状態とするが、この２重布線状態に
する前に、作業者は入出力端末１１６を用いて、信号帯域制御装置５Ａに音源接続要求で
ある信号帯域の制御要求を与える。また、布線装置７内の２重布線状態を、旧交換系（１
～３）の布線状態を解除して新交換系（４～６）の布線状態だけにしたときには、作業者
は入出力端末１１６を用いて、信号帯域制御装置５Ａに音源遮断要求である信号帯域の制
御要求を与える。
【００３４】
ソフトウェア制御部１１５は、制御信号帯域の制御要求の受領により図３に示す一連の処
理を開始すると、受領した信号帯域の制御要求を分析し、その制御要求が制御を行なって
も良い要求であるか否かの整合性を確認する（ステップ２０１、２０２）。
【００３５】
図１及び図２においては、図示の簡単化のために、例えば、加入者線振り分けモジュール
５における遠隔多重装置側のインタフェース回路を省略しているが、複数の遠隔多重装置
４と接続するインタフェース回路が当然に存在する。このインタフェース回路はパッケー
ジ単位に構成されており、複数のパッケージが１ユニットを構成しており、ユニットも複
数存在する。制御信号帯域の制御要求には、このようなパッケージやユニットを特定する
情報も含まれているが、実装されていないユニットやパッケージに係る制御要求は、整合
性がないものとされる。また、この実施例の場合、信号帯域の制御は、アナログ系伝送信
号に対してのみ実行するようになされており、制御信号帯域の制御要求に係るパッケージ
やユニットがＩＳＤＮ系伝送信号についてのものであると、整合性がないものとされる。
以上、整合性判断の一例を説明したが、このように、その制御要求が受け入れられるもの
か否かを判別する。
【００３６】
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受領した制御要求が、要求として整合していないものであると、その制御要求は異常と判
断されて、一連の処理を異常であるとして終了する。この場合には、例えば、入出力端末
１１６に異常である旨を通知して表示させる。
【００３７】
制御要求が整合していると、ソフトウェア制御部１１５は、受領した制御要求に基づいて
、受信信号帯域切替装置１０１の信号帯域の実際の動作モードを決定する（ステップ２０
３）。
【００３８】
この実施例の場合、動作モードとして、加入者回路駆動信号音源１０３をデータ回線切替
回路１０２－１に接続させる加入者回路駆動モードと、無通話信号音源１０４をデータ回
線切替回路１０２－３に接続させる無通話保証モードと、加入者回路駆動信号音源１０３
及び又は無通話信号音源１０４のデータ回線切替回路１０２－１及び又は１０２－３との
接続状態を解放するノーマルモード（ＮＯＲＭＡＬモード）とが用意されており、ソフト
ウェア制御部１０５は、今回受領した制御要求がどの動作モードに関するものであるかを
認識する。
【００３９】
次に、ソフトウェア制御部１１５は、制御要求に係るデータ回線を決定し、決定したデー
タ回線についての情報をデータ回線情報メモリ１１４から全て検索する（ステップ２０４
、２０５）。例えば、回線切替は局番単位（１万回線）で行なわれるため制御要求も局番
を規定する情報等を含むが、遠隔多重装置４、及び、信号帯域制御装置５Ａが搭載されて
いる加入者線振り分けモジュール５間で授受する単位である、複数（３２個）のタイムス
ロットでなるスーパーハンドリンググループの回線数はそれより少ない。そこで、ソフト
ウェア制御部１１５は、制御要求で規定された局番に対応するスーパーハンドリンググル
ープ（所定数のデータ回線）を認識した後、信号帯域切替装置１０１内でのパス情報等の
データ回線情報をデータ回線情報メモリ１１４を検索して得る。
【００４０】
そして、検索されたデータ回線情報（特にそのパス情報）に基づいて、加入者回路駆動信
号音源１０３とデータ回線切替回路１０２－１との接続位置や遮断位置、及び又は、無通
話信号音源１０４とデータ回線切替回路１０２－３との接続位置や遮断位置を決定する（
ステップ２０６）。
【００４１】
例えば、加入者回路駆動モードであれば、加入者回路駆動信号音源１０３とデータ回線切
替回路１０２－１との接続位置を決定し、無通話保証モードであれば、無通話信号音源１
０４とデータ回線切替回路１０２－３との接続位置を決定し、ノーマルモードであれば、
加入者回路駆動信号音源１０３とデータ回線切替回路１０２－１との遮断位置、及び、無
通話信号音源１０４とデータ回線切替回路１０２－３との遮断位置を決定する。
【００４２】
なお、加入者線振り分けモジュール５は、上述したように、アナログ系端末からの伝送信
号及びＩＳＤＮ系端末からの伝送信号をそれぞれ、アナログ系端末に対応した自動交換機
６及び図示しないＩＳＤＮ系端末に対応した自動交換機に振り分けるものであるので、デ
ータ回線とパスとが１対１とに定まっており、データ回線が定まれば、パス従って上記接
続位置が定まるものである。
【００４３】
次に、信号帯域切替装置１０１を具体的にどのように動作させるかを決定した後、この決
定結果と、上記で決定した接続位置とを元に、信号帯域切替装置１０１に対して、加入者
回路駆動信号音源１０３及び無通話信号音源１０４の接続動作又は遮断動作を指示する（
ステップ２０７、２０８）。
【００４４】
そして、ソフトウェア制御部１１５は、信号帯域切替装置１０１が指示したように動作し
たか否かを判別し、正常に動作しない場合には一連の処理を異常として終了し、これに対
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して、正常に動作した場合には、音源の接続状況を信号帯域情報メモリ１１３に格納した
後、一連の処理を終了させる（ステップ２０９、２１０）。
【００４５】
図４は、この実施例の伝送信号の信号帯域を示すものである。伝送信号の帯域は、発呼や
終話等の制御信号が挿入される制御信号帯域と、音声信号が挿入される音声帯域とからな
り、スーパーハンドリンググループ単位に制御信号帯域及び音声帯域がまとめられている
。この実施例の場合、加入者回路駆動信号音源１０３が発生した加入者回路駆動信号パタ
ーンは制御信号帯域に挿入されるようになされており、無通話信号音源１０４が発生した
無通話状態を保証する無通話ビットパターンも制御信号帯域に挿入されるようになされて
いる。
【００４６】
図５は、入出力端末１１６から音源接続状況の通知要求の指示があった場合のソフトウェ
ア制御部１１５の処理を示すフローチャートである。
【００４７】
ソフトウェア制御部１１５は、音源接続状況の通知要求の受領により図５に示す一連の処
理を開始すると、信号帯域情報メモリ１１３に格納されている音源の接続状況を全て取り
出して、入出力端末１１６に転送して一連の処理を終了する（ステップ３０１、３０２）
。これにより、入出力端末１１６は、音源の接続状況を表示する。
【００４８】
従って、上記実施例によれば、回線を旧交換系（１～３）から新交換系（４～６）に切り
替える際の布線装置７を２重布線状態にする前に、加入者回路駆動信号音源１０３及び無
通話信号音源１０４をそれぞれデータ回線切替装置１０２－１及び１０２－３に接続させ
ておけば、２重布線状態になっても、端末側には加入者回路駆動信号が送出されて加入者
回路が加入者に対して給電を停止し、自動交換機６側には無通話を保証する信号が送出さ
れ、その移行時に、各部が誤動作したり一斉発呼したり無意味な音を発音させたりするこ
とを防止できる。
【００４９】
また、上記実施例によれば、加入者回路駆動信号音源１０３及び無通話信号音源１０４を
それぞれデータ回線切替装置１０２－１及び１０２－３に接続させることにより、回線を
遮断することができるので、布線装置内の導通状態切替回路を物理的に非導通状態へ切替
える作業が不要であって回線切替時の作業効率を高めることができる。実際上、布線装置
７として、ジャンパ線の接続替えを遠隔制御できるロボットによって行なうものがあり、
このような布線装置７を適用した場合には、加入者線振り分けモジュール５に対する入出
力端末１０６からの布線替え操作によって、布線状態を変更することができ、この場合に
は布線装置７の近傍に作業者が不要となって一段と作業効率を高めることができるように
なる。
【００５０】
さらに、上記実施例によれば、音源の接続状況を一元管理し、必要に応じて入出力端末１
１６に転送して表示させる機能を有するので、この面からも、作業手順の簡素化及び作業
効率の向上を期待できる。
【００５１】
さらにまた、上記実施例によれば、加入者回路駆動信号音源１０３だけの接続制御や無通
話信号音源１０４だけの接続制御も実行できるので、加入者回線を収容する交換系を切り
替える場合だけでなく、回線増設時や保守点検時などに、その保守内容に応じた多様の信
号帯域の制御を実行することができる。
【００５２】
なお、上記実施例においては、信号帯域制御装置５Ａを加入者線振り分けモジュール５に
設けたものを示したが、加入者系交換装置内に設けるようにしても良く、また、単独の装
置として設けるようにしても良い。
【００５３】
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また、上記実施例においては、加入者回路駆動信号音源１０３がデータ回線切替装置１０
２－１のデータ回線切替装置１０２－２側の入出力端子に接続され、無通話信号音源１０
４がデータ回線切替装置１０２－３のデータ回線切替装置１０２－２側の入出力端子に接
続されているものを示したが、本発明は、この接続位置に限定されず、例えば、加入者回
路駆動信号音源１０３をデータ回線切替装置１０２－３の自動交換装置６側の入出力端子
に接続し、無通話信号音源１０４をデータ回線切替装置１０２－１の遠隔多重装置４側の
入出力端子に接続するようにしても良い。
【００５４】
さらに、信号帯域切替装置１０１も、Ｔ－Ｓ－Ｔスイッチ構成を利用したものに限定され
るものではない。
【００５５】
【発明の効果】
以上のように、本発明によれば、交換装置間での回線移行時等の保守時 ように、複数の
回線の切断、接続が必要な場合に、それら回線の切断、接続を、布線装置内の導通状態切
替装置に対する物理的な操作によらず、しかも、誤動作させる可能性がある不要な信号の
送出を伴うことなく実行できるようになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】実施例の信号帯域制御装置の構成を示す機能ブロック図である。
【図２】実施例の信号帯域制御装置が適用されている交換システムを示すブロック図であ
る。
【図３】実施例の信号帯域制御装置の動作フローチャートである。
【図４】実施例の信号帯域の説明図である。
【図５】実施例の音源接続状況の転送時の動作フローチャートである。
【符号の説明】
５Ａ…信号帯域制御装置、１０１…信号帯域切替装置、１０２－１～１０２－３…データ
回線切替装置、１０３…加入者回路駆動信号音源、１０４…無通話信号音源、１０６…装
置制御部、１０７…信号帯域制御部、１０８…データ回線情報管理部、１０９…信号帯域
情報管理部、１１０…信号帯域制御モード決定部、１１１…入出力端末受付部、１１２…
信号帯域情報通知制御部、１１３…信号帯域情報メモリ、１１４…データ回線情報メモリ
、１１５…ソフトウェア制御部、１１６…入出力端末。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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